
みなとでつなぐ淡海の安心 

 

都道府

県名 
滋賀県 

作成主

体名 

滋賀県、西浅井町 

区域の

範囲 

大津市及び彦根市並びに滋賀県伊

香郡西浅井町の区域の一部（大津

港、彦根港及び大浦漁港） 

 

 

地域再生計画の概要 

県内には４つの地方港湾があり、大津港では南湖を中心とする遊覧船乗り場や公共

マリーナ施設及び防波堤に設置した「びわこ花噴水」、彦根港では多景島めぐりや竹生

島航路の乗り場を有している。各港湾の特色を生かし、連携を進めていくために、本計画

では、港整備交付金を活用し、琵琶湖遊覧に訪れる観光客を迎える玄関口としてふさわ

しい港湾環境の改善を目指す。また、滋賀県においては、地震調査研究推進本部によ

る調査の結果、琵琶湖西岸断層帯地震等の発生確率が高いと発表され、大災害が危

惧されている。そこで、県では「びわこ地震防災輸送拠点調査検討委員会」を設け、

陸上輸送路が途絶した場合でも県土総面積の約１／６を占める「琵琶湖」を活用し

た緊急物資等の湖上輸送が有効であることを検証した。この検証結果を踏まえ、県

が指定する１０港の広域湖岸輸送拠点のうち、３港を基幹港として選定し、優先的

に地震対策等の整備を行い、被災地の減災に繋げる。 

適用される支援措置 

・ 港整備交付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津港と琵琶湖南部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急物資等の湖上輸送 

 

 


